
  整備項目一覧表(1/4) （注：本表は、対象建築物等のうち、建築物についてのみ記載しています。）

① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑪ ⑫

　
設
置
義
務

　
エ
レ
ベ
ー

タ
ー

の
籠
の
大
き
さ

62 64 70 75 76 80 78 78 86 91 123 126 132 136 141 146 150 150 159 - 169 176 180

1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ◎ ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ー

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a、ｃ
※２ ● ー ー ー ー

2,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ー

150㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｄ ー ー ー ー ◎ ー ア ー － ◎ 有 有 ー ー

150㎡以上
500㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

500㎡以上
1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ◎ ー ◎ ◎Ⅱ ア ◎ a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ◎※１

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ◎※１

500㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｄ ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ◎ ー

500㎡以上
1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ◎ ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ◎※1 ◎※１

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ◎※1 ◎※１

500㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ◎ ー

500㎡以上
1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ◎ a ◎ ー ー ◎ ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ◎※1 ◎※１

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ◎※1 ◎※１

6 自治会館等 全て ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｄ ー ー ー ー ◎ ー ア ー － ◎ 有 有 ー ー

500㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｄ ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

500㎡以上
1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ◎※１

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ◎※１

2,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｄ ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

2,000㎡以上 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー b ◎ ー ー ー ー

500㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｄ ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー － ◎ ー ー ー ー

500㎡以上
1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ◎※１

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ◎※１

２00㎡未満
（薬局に限る） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｄ ー ー ー ー ◎ ー ア ー － ◎ 有 有 ー ー

200㎡以上
500㎡未満

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｄ ー ー ー ー ◎ ー ア ー － ◎ 有 有 ー ー

500㎡以上
1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ◎※１

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ◎※１

【凡例】
　◎　    義務項目（条例により、条例の基準への適合義務が課せられる項目です。）　　

　●　　 　 〃　  （条例または、法および条例により、法の基準への適合義務が課せられる項目です。）

　ー　　 基準適合義務が課せられない項目です。

経路の種別  

　【注意】　上記の寸法は全て有効寸法です。

　※１：対象建築物を建築（新築・増築・改築）する場合に限り適用されます。
　※２：公立小学校等はaが、特別支援学校はｃが適用されます。
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◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

●両方

●両方

◎いずれか

●両方

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

●両方

●両方

●両方

●両方

●両方

●両方

●両方

●両方

●両方

●両方

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎

●

●

◎

◎

●

●

◎

◎

 
駐
車
場

●

●

10
物品販売業を営む
店舗
（９の用途を除く。）

◎

◎

◎

3 病院・診療所

8 卸売市場

7 展示場

 
１
　
経
路
の
種
別

 
2
 

出
入
口

 
3
 

廊
下
等

◎

◎

◎

◎

●

●

 
廊
下
等

 
階
段  

4
 

傾
斜
路

　
一
般
便
所

 
車
椅
子
使
用
者
用
便
房

　
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
の
規
模

 
傾
斜
路

 
浴
室
等

 
ホ
テ
ル
又
は
旅
館
の
客
室

④ ⑨

2
学校
（１の用途を除く。）

1
公立小学校等・
特別支援学校

整備マニュアルの解説ページ（Ｐ）

◎

●

●

◎

●

 
劇
場
等
の
客
席

 
ベ
ビ
ー

ベ
ッ
ド

⑩

道等から居室等までの経路

　
小
規
模
特
例
の
適
用

視覚障害者移動
等円滑化経路

５　昇降機 　
道
等
か
ら
案
内
設
備
ま
で
の
誘
導

　
道
等
か
ら
主
出
入
口
ま
で
の
誘
導

　
小
規
模
特
例
の
適
用

 
６
 

敷
地
内
の
通
路

 
敷
地
内
の
通
路

集会場・公会堂5

4
劇場・観覧場・
映画館・演芸場

整 備 項 目

区分
用途に供す
る部分の床
面積の合計

●

●

◎

◎

◎

●

9

コンビニエンス
ストア・
ドラッグストア・
スーパーマーケット

◎

◎

●両方

●両方

●

 
ベ
ビ
ー

チ
ェ
ア

 
オ
ス
ト
メ
イ
ト
対
応
設
備

 便所

エレベーターの
籠の大きさ

車椅子使用者用
便房の規模

車椅子使用者用
駐車施設

A：法対象車椅子使用者用便房　　　　　　B：条例対象車椅子使用者用便房

C：（Bが困難な場合）車椅子使用者の寄り付きに配慮した便房　　　　　　Ｄ：（B、Cが困難な場合）手すり付き洋便房
Ⅰ：駐車場を設置する場合は、１以上（駐車施設の設置台数が５０以上となる場合、駐車台数に応じた台数以上）の車椅子使用者用駐車施設が必要
Ⅱ：駐車台数が５０以上となる場合、駐車台数に応じた車椅子使用者用駐車施設が必要

ア：バリアフリー経路（有効幅員120㎝以上）　　　　　　イ：移動等円滑化経路（有効幅員130㎝以上）　　　　　　ウ：特定経路（有効幅員120㎝以上）

c：幅員１４０㎝以上で車椅子の転回に支障がない構造かつ奥行き１３５㎝以上　　　

a：奥行き１３５㎝以上　　　　　　b：床面積1.83㎡以上で車椅子の転回に支障がない構造かつ奥行き１３５㎝以上　



  整備項目一覧表(2/4) （注：本表は、対象建築物等のうち、建築物についてのみ記載しています。）

① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑪ ⑫

　
設
置
義
務

　
エ
レ
ベ
ー

タ
ー

の
籠
の
大
き
さ

62 64 70 75 76 80 78 78 86 91 123 126 132 136 141 146 150 150 159 - 169 176 180

1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｃ ー ー ◎ ◎ ◎ ◎Ⅱ ア ◎※３ a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ● ● ●Ⅰ イ＋ウ ● a ● ー ー ー ー

2,000㎡以上
3,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ● ● ●Ⅰ イ＋ウ ● c ● ー ー ー ー

3,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ● ● ●Ⅰ イ＋ウ ● c ● ー ー ー ◎※１

500㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

500㎡以上
1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ◎ a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ◎※１

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ◎※１

500㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

500㎡以上
3,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

3,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ー

2,000㎡以上
3,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

3,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ー

住戸数50以上
（2,000㎡未満
のものに限る。）

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ◎※３ a ◎ ー ー ー ー

2,000㎡以上
3,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ◎ a ◎ ー ー ー ー

3,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ＋ウ ● a ● ー ー ー ー

500㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ◎ ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

500㎡以上
1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ◎ ー ◎ ◎Ⅱ ア ◎ a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ー

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ー

2,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ー

500㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ◎ ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

500㎡以上
1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ◎ ー ◎ ◎Ⅱ ア ◎ a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ー

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ー

1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ◎※１

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ◎※１

500㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ◎ ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

500㎡以上
1,000㎡未満

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ◎ ー ◎ ◎Ⅱ ア ◎ a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ー

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ー

【凡例】
　◎　    義務項目（条例により、条例の基準への適合義務が課せられる項目です。）　　

　●　　 　 〃　  （条例または、法および条例により、法の基準への適合義務が課せられる項目です。）

　ー　　 基準適合義務が課せられない項目です。

経路の種別  

　【注意】　上記の寸法は全て有効寸法です。

　※１：対象建築物を建築（新築・増築・改築）する場合に限り適用されます。
　※３：高齢者、障害者等の利用上支障がない場合は設置不要（整備マニュアルＰ３０参照）

視覚障害者移動
等円滑化経路

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

15
老人ホーム・
グループホーム等

◎

◎

●

●

◎

●

18 児童厚生施設等

17
老人福祉センター
等

◎

◎

●

●

◎

●

●

16 保育所等

19
身体障害者福祉セ
ンター等

◎

◎

その他（上記以外）
の官公署

12

保健所・税務署そ
の他不特定多数が
利用する官公署

●

◎

◎

●

道等から居室等までの経路

整備マニュアルの解説ページ（Ｐ）

◎

◎

●

区分
用途に供す
る部分の床
面積の合計

整 備 項 目

④ ⑨ ⑩
 

廊
下
等

 
階
段

 
傾
斜
路

 
浴
室
等

 
ホ
テ
ル
又
は
旅
館
の
客
室

 
敷
地
内
の
通
路

 
劇
場
等
の
客
席

 
ベ
ビ
ー

ベ
ッ
ド

11 ホテル・旅館

◎

●

●

●

●両方

●両方

◎いずれか

　
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
の
規
模

 
ベ
ビ
ー

チ
ェ
ア

 
オ
ス
ト
メ
イ
ト
対
応
設
備

14 共同住宅・寄宿舎

13
事務所
（12の用途を除
く。）

◎

●

◎

◎

●

５　昇降機 
１
　
経
路
の
種
別

 
2
 

出
入
口

 
3
 

廊
下
等

 
4
 

傾
斜
路

 
６
 

敷
地
内
の
通
路

　
小
規
模
特
例
の
適
用

 
駐
車
場

◎いずれか

　
道
等
か
ら
案
内
設
備
ま
で
の
誘
導

　
道
等
か
ら
主
出
入
口
ま
で
の
誘
導

　
小
規
模
特
例
の
適
用

●両方

●両方

●両方

●両方

●両方

●両方

●両方

●両方

●両方

◎いずれか

●両方
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●両方

ア：バリアフリー経路（幅員有効120㎝以上）　　　　　　イ：移動等円滑化経路（幅員有効130㎝以上）　　　　　　ウ：特定経路（幅員有効120㎝以上）

●両方

●両方

●両方

◎いずれか

●

●

 便所

車椅子使用者用
便房の規模

A：法対象車椅子使用者用便房　　　　　　B：条例対象車椅子使用者用便房

C：（Bが困難な場合）車椅子使用者の寄り付きに配慮した便房　　　　　　Ｄ：（B、Cが困難な場合）手すり付き洋便房

車椅子使用者用
駐車施設

Ⅰ：駐車場を設置する場合は、１以上（駐車施設の設置台数が５０以上となる場合は、駐車台数に応じた台数以上）の車椅子使用者用駐車施設が必要
Ⅱ：駐車台数が５０以上となる場合、駐車台数に応じた車椅子使用者用駐車施設が必要

●両方

◎いずれか

　
一
般
便
所

 
車
椅
子
使
用
者
用
便
房

エレベーターの
籠の大きさ

a：奥行き１３５㎝以上　　　　　　b：床面積1.83㎡以上で車椅子の転回に支障がない構造かつ奥行き１３５㎝以上　

c：幅員１４０㎝以上で車椅子の転回に支障がない構造かつ奥行き１３５㎝以上　　　



  整備項目一覧表(3/4) （注：本表は、対象建築物等のうち、建築物についてのみ記載しています。）

① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑪ ⑫

　
設
置
義
務

　
エ
レ
ベ
ー

タ
ー

の
籠
の
大
き
さ

62 64 70 75 76 80 78 78 86 91 123 126 132 136 141 146 150 150 159 - 169 176 180

1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｄ ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ◎ ー ◎ ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ◎

2,000㎡以上
（一般公共の用
に供するもの及
びボーリング場
以外）

● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ◎※１

2,000㎡以上
（一般公共の用
に供するもの及
びボーリング場
に限る。）

● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ◎※１

1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｄ ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ー

500㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

500㎡以上
1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ◎ a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ◎※１

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ◎※１

23
遊園地・動物園・植
物園等

全て ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ◎ ー ー ー ◎ ●Ⅰ ア ー a ◎ ー ー ー ◎

500㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｄ ー ー ◎ ー ◎ ー ア ー － ◎ 有 有 ー ー

500㎡以上
1,000㎡未満

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ◎ ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ◎※１

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ◎※１

200㎡以上
500㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｄ ー ー ー ー ◎ ー ア ー － ◎ 有 有 ー ー

500㎡以上
1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ◎※１

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ◎※１

1,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ー

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ー

1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ◎※１

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ◎※１

２００㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｄ ー ー ー ー ◎ ー ア ー － ◎ 有 有 ー ー

200㎡以上
1,000㎡未満

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ◎※１

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ◎※１

【凡例】
　◎　    義務項目（条例により、条例の基準への適合義務が課せられる項目です。）　　

　●　　 　 〃　  （条例または、法および条例により、法の基準への適合義務が課せられる項目です。）

　ー　　 基準適合義務が課せられない項目です。

経路の種別  

　【注意】　上記の寸法は全て有効寸法です。

　※１：対象建築物を建築（新築・増築・改築）する場合に限り適用されます。

視覚障害者移動
等円滑化経路

●両方

●両方

●両方

●両方

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

●

◎

◎

◎

●

a：奥行き１３５㎝以上　　　　　　b：床面積1.83㎡以上で車椅子の転回に支障がない構造かつ奥行き１３５㎝以上　

c：幅員１４０㎝以上で車椅子の転回に支障がない構造かつ奥行き１３５㎝以上　　　

●

●

◎

●両方

●両方

●両方

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

●両方

●両方

●両方

●両方

●両方

●両方

●両方

●両方

◎いずれか

◎いずれか

24 公衆浴場

26

郵便局・銀行その
他の金融機関の店
舗・電気事業者、ガ
ス事業者の店舗

27 理髪店等

キャバレー等
（1,000㎡以上）

25
飲食店
（1,000㎡以上）

飲食店・キャバレー
等
（1,000㎡未満）

22
博物館・美術館・図
書館

◎

◎

●

区分
用途に供す
る部分の床
面積の合計

整 備 項 目

④ ⑨ ⑩
 

廊
下
等

 
階
段

 
傾
斜
路

21

20

●

 
劇
場
等
の
客
席

 
ベ
ビ
ー

ベ
ッ
ド

 
１
　
経
路
の
種
別

 
2
 

出
入
口

 
3
 

廊
下
等

 
4
 

傾
斜
路

 
６
 

敷
地
内
の
通
路

体育館・水泳場・
ボーリング場等

整備マニュアルの解説ページ（Ｐ）

　
道
等
か
ら
案
内
設
備
ま
で
の
誘
導

　
道
等
か
ら
主
出
入
口
ま
で
の
誘
導

 便所

　
一
般
便
所

 
車
椅
子
使
用
者
用
便
房

　
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
の
規
模

 
ベ
ビ
ー

チ
ェ
ア

 
オ
ス
ト
メ
イ
ト
対
応
設
備

５　昇降機

◎

◎

●

　
小
規
模
特
例
の
適
用

 
浴
室
等

 
ホ
テ
ル
又
は
旅
館
の
客
室

 
敷
地
内
の
通
路

 
駐
車
場

道等から居室等までの経路

　
小
規
模
特
例
の
適
用
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車椅子使用者用
便房の規模

A：法対象車椅子使用者用便房　　　　　　B：条例対象車椅子使用者用便房

C：（Bが困難な場合）車椅子使用者の寄り付きに配慮した便房　　　　　　Ｄ：（B、Cが困難な場合）手すり付き洋便房

車椅子使用者用
駐車施設

Ⅰ：駐車場を設置する場合は、１以上（駐車施設の設置台数が５０以上となる場合は、駐車台数に応じた台数以上）の車椅子使用者用駐車施設が必要
Ⅱ：駐車台数が５０以上となる場合、駐車台数に応じた車椅子使用者用駐車施設が必要

ア：バリアフリー経路（有効幅員120㎝以上）　　　　　　イ：移動等円滑化経路（有効幅員130㎝以上）　　　　　　ウ：特定経路（有効幅員120㎝以上）

エレベーターの
籠の大きさ

遊技場

◎

◎

●

●

●

◎

◎

●

●

●

●

◎

◎

●



  整備項目一覧表(4/4) （注：本表は、対象建築物等のうち、建築物についてのみ記載しています。）

① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑪ ⑫

　
設
置
義
務

　
エ
レ
ベ
ー

タ
ー

の
籠
の
大
き
さ

62 64 70 75 76 80 78 78 86 91 123 126 132 136 141 146 150 150 159 - 169 176 180

200㎡以上
500㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｄ ー ー ー ー ◎ ー ア ー － ◎ 有 有 ー ー

500㎡以上
1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ◎※１

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ◎※１ ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ◎※１

自動車教習所・学
習塾・華道教室・囲
碁教室等
（2,000㎡未満）

500㎡以上
2,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

自動車教習所・
学習塾以外のもの
（2,000㎡以上）

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ー

自動車教習所・
学習塾
（2,000㎡以上）

2,000㎡以上
※４ ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ー

30 工場 3,000㎡以上 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

1,000㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ー

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ー

５０台以上
（2,000㎡未満
のものに限る）

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｄ ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ー

５０㎡未満 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｄ ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

５０㎡以上
2,000㎡未満 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● a ● ー ー ー ー

2,000㎡以上 ● ● ● ● ● Ａ ー ● ● ー ● ●Ⅰ イ ● c ● ー ー ー ー

34 神社・寺院・教会 500㎡以上 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅱ ア ー a ◎ ー ー ー ー

35 火葬場 全て ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅰ ア ー a ◎ ー ー ー ー

36 地下街 全て ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ B ー ー ー ー ◎ ◎Ⅰ ア ー a ◎ ー ー ー ー

【凡例】
　◎　    義務項目（条例により、条例の基準への適合義務が課せられる項目です。）　　

　●　　 　 〃　  （条例または、法および条例により、法の基準への適合義務が課せられる項目です。）

　ー　　 基準適合義務が課せられない項目です。

経路の種別  

　【注意】　上記の寸法は全て有効寸法です。

　※１：対象建築物を建築（新築・増築・改築）する場合に限り適用されます。
　※４：大規模な修繕又は大規模な模様替えをする場合に限り適用されます。

視覚障害者移動
等円滑化経路

整 備 項 目

◎いずれか

●両方

●両方

●両方

●両方

◎いずれか

◎いずれか

●両方

●両方

◎いずれか

◎いずれか

⑨ ⑩
 

敷
地
内
の
通
路
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◎

◎

 
劇
場
等
の
客
席

 
ベ
ビ
ー

ベ
ッ
ド

●両方

●両方

●両方

　
道
等
か
ら
案
内
設
備
ま
で
の
誘
導

　
道
等
か
ら
主
出
入
口
ま
で
の
誘
導

　
小
規
模
特
例
の
適
用

◎いずれか

◎いずれか

29

28

区分

クリーニング取次
店・
質屋・
貸衣装屋等のサー
ビス業を営む店舗

31

車両の停車場・船
舶・航空機の発着
場を構成する建築
物で旅客施設であ
るもの（鉄道駅舎
を除く。）

32
駐車場（一般公共
の用に供するもの
に限る。）

●

◎

●

◎

●公衆便所33

●

◎

●

エレベーターの
籠の大きさ

a：奥行き１３５㎝以上　　　　　　b：床面積1.83㎡以上で車椅子の転回に支障がない構造かつ奥行き１３５㎝以上　

c：幅員１４０㎝以上で車椅子の転回に支障がない構造かつ奥行き１３５㎝以上　　　

 便所

　
一
般
便
所

 
車
椅
子
使
用
者
用
便
房

　
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
の
規
模

 
ベ
ビ
ー

チ
ェ
ア

 
オ
ス
ト
メ
イ
ト
対
応
設
備

用途に供す
る部分の床
面積の合計

◎

◎いずれか

◎いずれか

◎いずれか

④
 

廊
下
等

 
階
段

 
傾
斜
路

 
浴
室
等

 
ホ
テ
ル
又
は
旅
館
の
客
室

ア：バリアフリー経路（有効幅員120㎝以上）　　　　　　イ：移動等円滑化経路（有効幅員130㎝以上）　　　　　　ウ：特定経路（有効幅員120㎝以上）

５　昇降機

 
駐
車
場

道等から居室等までの経路

 
１
　
経
路
の
種
別

 
2
 

出
入
口

 
3
 

廊
下
等

 
4
 

傾
斜
路

 
６
 

敷
地
内
の
通
路

　
小
規
模
特
例
の
適
用

◎

◎

整備マニュアルの解説ページ（Ｐ）

◎

●

●

車椅子使用者用
便房の規模

A：法対象車椅子使用者用便房　　　　　　B：条例対象車椅子使用者用便房

C：（Bが困難な場合）車椅子使用者の寄り付きに配慮した便房　　　　　　Ｄ：（B、Cが困難な場合）手すり付き洋便房

車椅子使用者用
駐車施設

Ⅰ：駐車場を設置する場合は、１以上（駐車施設の設置台数が５０以上となる場合は、駐車台数に応じた台数以上）の車椅子使用者用駐車施設が必要
Ⅱ：駐車台数が５０以上となる場合、駐車台数に応じた車椅子使用者用駐車施設が必要

◎

●

●


